
試験
対策

経営
戦略

審査
点検

研修

介護

薬局

歯科

医科

学習用

実務者

入門者

34

6
カ
ル
テ

情報
膨大

索引

WEB
連 動

医
学
管
理
等

　外来栄養食事指導料及び集団栄養食事指導料は，対象となる患者に対して，

医師の指示に基づき，管理栄養士が療養のための栄養指導等を行った場合に算

定できるものです。

　診療録に管理栄養士への指示事項を記載するほか，指導実施日にはその旨を

記載します。また，患者ごとの栄養指導記録を作成し，実際に行われた指導内

容及び時間も記載しておかなければなりません。さらに，外来栄養食事指導の

場合は初回指導時や計画変更時には食事計画を交付する必要があります。

　医師は，診療録に管理栄養士への指示事項を記載する。また，管理栄養士

は，患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに，指導内容の要点及び指導時

間を記載する。

指導の流れ等は，次のようになります。

　　　　　　　　⇒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒　　　　

（カルテへ記載）　　　　　　　　　　　　　　　　（栄養指導記録に記載）

①医師の指示 ②管理栄養士が食事計画を作成・交付 ③指導

規定【記載】

記載等のポイント

〈診療録〉

□管理栄養士への指示事項を記載する。

□ 必要カロリー量，塩分制限，タンパク質量，脂肪摂取量などを具体的に

記載する。

□初回指導時や計画変更時には食事計画を交付する。

□当該指導料を算定する旨を記載する。

〈栄養指導記録〉

□患者毎の栄養指導記録を作成する。

□ 指導内容の要点（具体的献立など）及び指導時間を記載する。この場合

は画一的でない記載であること。

（外栄）※外来患者※１ （集栄）※外来及び入院患者

対象患者

・ 厚生労働大臣が定める特別食

を医師が必要と認めた者

・がん患者

・ 摂食機能又は嚥下機能が低下

した患者

・低栄養状態にある患者

・ 厚生労働大臣が定める特別食

を医師が必要と認めた者

指示内容

・ 患者ごとに，熱量・熱量構成，蛋白質，脂質その他の栄養素の

量，病態に応じた食事の形態等に係る情報のうち医師が必要と

認めるものに関する具体的な指示

指導者 当該保険医療機関の管理栄養士※２

人数 患者ごと 複数の患者（１回＝15人以下）

指導内容

・ 患者ごとに食事計画案等を交

付※３

・ 初回は概ね30分以上，２回目

以降は概ね20分以上の指導

・40分以上の指導

※ １　入院患者には「入院栄養

食事指導料」が規定されてい

ます

※ ２　管理栄養士は常勤である

必要はなく，要件に適合した

指導が行われていれば算定で

きます

※ ３　初回の食事指導や食事計

画を変更する場合等は，患者

の食事指導に係る理解のため

に食事計画等を必ず交付する

必要がある（平24.4.20医療

課事務連絡）

B001　特定疾患治療管理料　「9」外来栄養食事指導料

B001　特定疾患治療管理料　「11」集団栄養食事指導料

特掲 B‒10

101特掲 B‒9，特掲 B‒10

定価　本体3,800円＋税／Ｂ５判２色約370頁
ISBN978-4-7894-0631-4 C3047 ¥3800E

商品No.16601

診療報酬とカルテ記載

診療報酬請求の際にカルテ記載が求められている項目をすべて収載

記載上のポイントと具体的な記載内容の例示をわかりやすく解説

●診療報酬を請求するためには，カルテに記載しなければならない，または完備しなければならないものがあります。これら

は，点数表留意事項通知や施設基準通知，掲示事項通知などに規定されています。

●本書は，その規定を抽出し，さがし易いように点数表項目別に並べたもので，その項目の解説，記載のポイントとカルテ記

載例を掲載しています。

●具体的記載例を収載していますので，その確認や，記載内容の補正に役立つ書籍です。

本書の構成（予定）

第１章　適切なカルテの重要性
○カルテ完備の必要性について法的根拠を踏まえて解説

○指導・監査等についておよび厚生労働省より公開されている指導・監査等の状況を掲載

第２章　 診療報酬とカルテ記載

○地方厚生（支）局で公開されている「個別指導の状況等」を掲載

○診療報酬の算定に当たり，留意事項通知等で「診療録へ記載する，添付する，貼付する」

　と定められている診療行為を抽出

○項目ごとに，概要，根拠規定，記載等のポイント，チェックリスト，カルテの記載例を 

　掲載

保険医療機関のための

平成30年版　　　 9月発刊予定

医
学
管
理
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記載例

症例：２型糖尿病，40歳，外来栄養食事指導

　　　初回指導時に食事計画を交付済み（食事計画控え添付）

８月８日　

Ｓ）  食事指導の内容に合わせた調理に慣れてきた。身体が軽くなった感じ

がする。

　　これから旅行や飲み会が続き，外食が多くなるので心配。

　　毎日の血圧は薬を忘れずに飲んでいるので安定している

Ｏ）ＢＰ：145/110　　Ｐ：90　

　　本日血液検査・Ｘ－Ｐ実施，即日結果説明済み　（検査結果添付）

　　検査結果内容省略

　　Ｘ－Ｐ（ｎｐ）

Ａ，Ｐ）  内服は極力低めで維持し，食事療法，運動など日常生活改善を主

とする

　　　　処方ｄｏ　次回１か月後来院　食事指導　9/5予約

特定疾患療養管理料　－指導内容省略－

外来栄養食事指導料（２回目以降）

　 指示変更なし（１日の必要量：エネルギー所要量 2,400kcal，糖質 最

低150g，脂質 50～70g，タンパク質 最低60g，塩分制限 6g以下）

〈栄養指導記録〉

　８月８日　外来栄養食事指導　実施時間　10：00－10：35

指示変更なし（１日の必要量：エネルギー所要量 2,400kcal，糖質 最低

150g，脂質 50～70g，タンパク質 最低60g，塩分制限 6g以下）

※ 献立及びカロリー計算表を持ってきてもらい確認⇒カロリー等オーバー

な日の代替献立を提示し説明

　　＃毎回：主食 1品，主菜 1品，副菜 2品を目標に揃える

　　＃ 間食制限（食間は3時間以上あける，食べるなら野菜など血糖あげ

にくい物）

※ 外食の主なカロリー及び栄養成分表を渡し，旅行・飲み会の対策を説明

する。

◉ １　食事計画を交付します

◉ ２　当該指導料を算定する旨

を記載します

◉ ３　管理栄養士への指示事項

を，必要カロリー量，塩分制

限，タンパク質量，脂肪摂取

量など具体的に記載します

◉ ４　患者毎の栄養指導記録を

作成します

◉ ５　指導時間を記載します

◉ ６　指導内容の要点（具体的

献立など）を記載します
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　保険医療機関及び保険医は厚生労働大臣の指導を受ける義務が，厚生労働大

臣は必要があるときは質問・検査を行うことができると定められています。

　保険診療の質的向上と適正化を図ることを目的として「指導」や「監査」が

行われ，その結果，指導においては経済上の措置（自主返還）が発生すること

もありますし，監査後の行政措置として一番重い「保険医療機関及び保険医の

取消」が行われる場合があります。取消処分となった場合は，原則５年間は再

指定・再登録ができなくなります。

１）指導について

　・新規指定を受けた保険医療機関と既存の指定保険医療機関とで異なる。

　・ 指導形態は，「集団指導」，「集団的個別指導」，「個別指導」がある。個別

指導のうち，厚生労働省・地方厚生（支）局・都道府県が共同して行うも

のを「共同指導」といい，特に大学附属病院，臨床研修病院等を対象とし

て行うものを「特定共同指導」という。

　・結果としては，「概ね妥当」，「経過観察」，「再指導」，「要監査」がある。

　・ 指摘事項の通知，改善報告書の提出，経済上の措置（１年以上の自主返

還）がとられる。

２）監査について

　・ 診療内容及び診療報酬請求に不正又は著しい不当が疑われる場合に行われ

る。

　・行政上の措置として，「注意」，「戒告」，「取消」がある。

　・経済上の措置として，自主返還（原則５年間，不正分は140％）がある。

　・措置の通知，公表が行われる。

　【健康保険法第 条】（厚生労働大臣の指導）

　１ 　保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し，保険医及び保険薬剤師

は健康保険の診療又は調剤に関し，厚生労働大臣の指導を受けなければな

らない。

　２ 　厚生労働大臣は，前項の指導をする場合において，必要があると認める

ときは，診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指

導に立ち会わせるものとする。ただし，関係団体が指定を行わない場合又

は指定された者が立ち会わない場合は，この限りでない。

〈ポイント〉

１．「指導」の対象はすべての保険医療機関及び保険医である

２．指導の結果は「概ね妥当」，「経過観察」，「再指導」，「要監査」がある

３．指導後の措置には経済上の措置（１年以上の自主返還）がある

４ ．「監査」の対象は診療内容及び診療報酬請求に不正又は著しい不当が

疑われる保険医療機関及び保険医である

５．監査後の行政上の措置として「注意」，「戒告」，「取消」がある

６ ．監査後の経済上の措置として自主返還（原則５年間，不正分は140

％）がある

Ⅳ　指導・監査等について

Ⅲ　なぜ守らなければならないのか，Ⅳ　指導・監査等について
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学
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〈記載等〉

・主病を明確にし，診療録及び診療報酬明細書に記載

する。

・算定する旨の記載がない。算定要件を十分に確認

し，算定する旨を診療録に記載する。

・管理内容及び療養上の指導の要点を診療録に記載し

ていない又は乏しい。

・診療録への管理内容の要点記載が画一的かつ不十

分。患者個々に応じた内容を記載する。

・主病に対する管理内容が明確に記載されていない。

〈算定等〉

・厚生労働大臣が定める疾患を主病としない患者につ

いて算定している。

・退院の日から１ヶ月を経過していない日に算定して

いる。

・算定もれが多数認められた。医師は診療の都度，必

要事項を記載し，実態に応じた算定をする。

〈記載等〉

・治療計画の要点について，診療録に明確に記載する。

・薬剤の血中濃度及び治療計画の要点を診療録に記載

していない又は乏しい。

〈算定等〉

・血中濃度を測定していないにもかかわらず，誤って

算定している。

・初回月加算について，血中濃度を頻回に測定してい

ないにもかかわらず算定している。

〈記載等〉

・腫瘍マーカー検査の結果及び治療計画の要点を診療

録に記載していない又は乏しい。

〈算定等〉

・当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行っ

た日に算定する。

・悪性腫瘍であると確定診断がされていない患者に対

し算定している。

・腫瘍マーカー検査を行っていない。

・採血の費用が含まれ別に算定できないことに留意す

る。

B000　特定疾患療養管理料

B001・2　特定薬剤治療管理料

・ 　悪性腫瘍特異物質治療管理料

・腫瘍マーカー検査に要する費用を別に算定している。

・初回月加算について，１回目の当該管理料を算定す

べき月以外の月に算定している。

・初回月加算について，適切な治療管理を行うために

多項目の腫瘍マーカー検査を行うことが予想される

初回月に限って算定するものである。

〈記載等〉

・診療録に診療計画及び診療内容の要点の記載がな

い，乏しい又は画一的。

・当該疾患の原因と考えられる要素，診療計画及び指

導内容の要点等カウンセリングに係る概要について

診療録への記載が不十分。

〈記載等〉

・診療録に診療計画及び診療内容の要点の記載がな

い，乏しい又は画一的。

〈記載等〉

・診療録に診療計画及び診療内容の要点の記載がな

い，乏しい又は画一的。

〈算定等〉

・対象となる疾患が定められているので留意する。

・実態的に主病である難病に対する治療が行われてい

ない場合について算定している。

〈記載等〉

・診療録に診療計画及び診療内容の要点の記載がな

い，又は乏しい。

〈記載等〉

・診療録に医師が管理栄養士に対して指示した事項の

記載がない，又は乏しい。

　例： 管理栄養士の指導事項は，当該患者ごとに適切

なものとするが，少なくとも熱量・熱量構成・

蛋白質量・脂質量についての具体的な指示を含

まなければならない。

・管理栄養士が作成した患者ごとの栄養指導記録に，

B001・4　小児特定疾患カウンセリング料

B001・6　てんかん指導料

B001・7　難病外来指導管理料

・ 　皮膚科特定疾患指導管理料

・ 　外来栄養食事指導料

参考／個別指導の状況　※重複する内容は編集しました
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ポイントに焦点を

あてたカルテの具

体例を掲載してい

ます

カルテ記載の重要

性について，法的
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ら解説しています

地方厚生（支）局公

開の個別指導の状況

（全国）を掲載

ポイントをチェック

リストにしています
35

試験
対策

経営
戦略

審査
点検

研修

介護

薬局

歯科

医科

学習用

実務者

入門者

7
制
度
関
連
図
書

情報
膨大

索引

WEB
連 動

第� 訪問看護療養費の支給

健康保険法及び高齢者医療確保法による指定訪問看護に要する費用は，訪問看護療養費と

して訪問看護ステーションに支払われます。

訪問看護療養費の額は，⑴訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費に，⑵訪問

看護管理療養費と⑶訪問看護情報提供療養費及び⑷訪問看護ターミナルケア療養費を加えた

額です。ただし，訪問看護基本療養費の緊急訪問看護加算，精神科訪問看護基本療養費の精

神科緊急訪問看護加算及び訪問看護管理療養費の退院支援指導加算については，当該加算の

みを単独で算定できる場合があります（詳細は各項目を参照してください）。また，専門の

研修を受けた看護師による訪問看護や，入院患者の外泊日に行われた訪問看護については，

訪問看護管理療養費を算定できません。

利用者は，利用料を訪問看護ステーションに支払います。利用料には基本利用料とその他

の利用料とがあります。

なお，訪問看護ステーションは，毎月審査支払機関に訪問看護療養費の請求を行い，その

支払を受けます。

Ⅰ 訪問看護療養費の額

� 訪問看護療養費の支払

訪問看護に要する費用は，健康保険法に基づいて，保険者が，健康保険本人の場合は訪問看

護療養費，家族の場合は家族訪問看護療養費を支給することとなっています。また，高齢者医

療確保法に基づいて，後期高齢者医療広域連合が訪問看護療養費として支給することとなって

います。

訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費（以下「訪問看護療養費」と総称）は，形式的には

いわゆる現金給付です。

現金給付とは，利用者が指定訪問看護を受けた場合に，その費用を利用者が一時訪問看護ス

テーションに支払い，後日，保険者又は広域連合からその費用の償還を受けるというもので

す。

しかし，利用者の経済的な負担等を考慮して，実際には，現物給付の形がとられています。

つまり，訪問看護療養費を保険者又は広域連合が直接訪問看護ステーションに支払い，これに

よって利用者に支給したこととする法律の手当てがされています。これにより，利用者は，利

訪問看護療養費の支給
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用料だけで，それ以上の費用の負担なしに訪問看護が受けられるわけです。

なお，保険者や広域連合は，訪問看護療養費の支払を審査支払機関に委託しています。

また，訪問看護療養費の支払を受ける権利は，�年を経過すると時効によって消滅します。

� 訪問看護療養費の構成

訪問看護療養費の額は，訪問看護ステーションの適切な運営が確保されるように設定されて

います。訪問看護療養費は，⑴訪問看護基本療養費（及びその加算）又は精神科訪問看護基本

療養費（及びその加算），⑵訪問看護管理療養費（及びその加算），⑶訪問看護情報提供療養

費，⑷訪問看護ターミナルケア療養費で構成されており，これらを加えあわせた額が指定訪問

看護に要する費用となっていますが，利用者が訪問看護を受けたときは，基本利用料（→123

頁）を支払うこととなっていますので，訪問看護ステーションに対して支給される訪問看護療

養費の額は，基本利用料を差し引いた額となります。

（訪問看護基本療養費と精神科訪問看護基本療養費の類型）

訪問看護基本療養費と精神科訪問看護基本療養費は，それぞれさらに細かく区分されていま

す。

! 訪問看護基本療養費

訪問看護基本療養費は，訪問看護指示書の交付の日から当該指示書に記載された有効期間内

（最長%か月）に，その指示書と訪問看護計画書に基づいて，訪問看護ステーションの看護師

等が訪問看護を行った場合に支給されるものです。

訪問看護療養費の額

訪

問

看

護

療

養

費
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※同一建物居住者については，106頁参照

訪問看護基本療養費（Ⅲ）

精神科訪問看護基本療養費（Ⅳ）

外泊中の入院患者に対

する訪問看護

訪問看護基本療養費（Ⅰ）ハ（同一建物居住者以外）

訪問看護基本療養費（Ⅱ）ハ（同一建物居住者）

緩和ケア又は褥瘡ケア

に関して専門性の高い

看護師による訪問看護

精神科訪問看護基本療養費（Ⅱ）精神障害者施設に入所

する複数の者に対する

訪問看護

訪問看護基本療養費（Ⅱ）イ＝保健師，助産師，看護師，理学療法士，作業療

法士，言語聴覚士による訪問

ロ＝准看護師による訪問

精神科訪問看護基本療養費（Ⅲ）イ＝保健師，看護師，作業療法士による訪問

ロ＝准看護師による訪問

同一建物居住者に対す

る訪問看護

訪問看護基本療養費（Ⅰ）イ＝保健師，助産師，看護師，理学療法士，作業療

法士，言語聴覚士による訪問

ロ＝准看護師による訪問

精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）イ＝保健師，看護師，作業療法士による訪問

ロ＝准看護師による訪問

同一建物居住者※以外

に対する訪問看護

訪問看護業務の手引

訪問看護ステーション必携　介護保険も医療保険も算定はこれでOK！

●訪問看護ステーションが行う介護保険・医療保険の訪問看護業務の進め方をまとめました。

●ステーションの開設から，訪問看護の実施，費用の請求（レセプトの作成）まで，図表を駆使してわかりやすく解説しています。

●よく使う様式から根拠となる法令・通知まで，業務に関連する資料を網羅した決定版です。

定価　本体3,700円＋税／B5判約720頁
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介護保険・医療保険
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［訪問看護療養費の

（A）（→124頁）

基準告示＝「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等」（平成18年厚生労働省告示第103号）  

□訪問看護療養費の構成 

訪問看護ステー

ションに対して

支給される訪問

看護療養費

訪問看護基本

療養費　又は

精神科訪問看

護基本療養費

訪問看

護管理

療養費

訪問看

護情報

提供療

養費

訪問看護

ターミナ

ルケア療

養費

基本利用料

費用額の１割，２割又は

３割（利用者が提示する

被保険者証等で確認）

※一時的に頻回の訪問看護を行う

必要がある旨の特別訪問看護指示

書の交付を受けた場合，指示の日か

ら14日を限度として算定（月1回に

限る。ただし，別に厚生労働大臣が

定める患者→巻末6については月

２回まで）

※特別地域訪問看護加算

　（所定額の50/100）×訪問日数

訪問看護基本療養費（Ⅰ）１日につき

⑴週３日目まで　　イ5,550円又はロ5,050円

⑵週４日目以降　　イ6,550円又はロ6,050円

訪問看護基本療養費（Ⅱ）（同一建物居住者）１日につき

⑴同一日　　　①週３日目まで　　イ5,550円又はロ5,050円

　に２人　　　②週４日目以降　　イ6,550円又はロ6,050円

⑵同一日に　　①週３日目まで　　イ2,780円又はロ2,530円

　３人以上　　②週４日目以降　　イ3,280円又はロ3,030円

　（Ⅰ）（Ⅱ）とも週４日目以降の対象となるのは末期がん，神経

難病等の利用者（基準告示第２の１に規定する疾病等の利用者

→巻末4）あるいは特別訪問看護指示書の交付を受けた者

訪問看護基本療養費（Ⅰ）（Ⅱ）のハ

悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専

門の研修を受けた看護師による場合（月1回限り12,850円）

　※訪問看護管理療養費は算定不可

訪問看護基本療養費（Ⅲ）

在宅療養に備えて一時的に外泊をしている入院患者（厚生

労働大臣が定める者に限る→巻末5）に対する訪問看護を

行った場合（入院中１回に限り8,500円）

　※基準告示第２の１に規定する疾病等の利用者→巻末

4については，入院中２回算定可

　※訪問看護管理療養費は算定不可

※特別地域訪問看護加算

（所定額の50/100）

※特別地域訪問看護加算

（所定額の50/100）

訪問看護基本療養費（Ⅰ）（Ⅱ）イ及びロの加算項目

難病等複数回訪問加算（4,500円×訪問２回の日数・8,000円×訪問３回以上の日数）

緊急訪問看護加算（2,650円×緊急訪問日数）

長時間訪問看護加算（5,200円・週１日を限度…15歳未満の超重症児・準超重症児は週３日を限度） 

乳幼児加算又は幼児加算（１日につき500円）

複数名訪問看護加算（次の区分に従い，いずれかを所定額に加算。イ又はロの場合，週１回を限度） 

　イ　看護職員が他の保健師，助産師，看護師，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士と同時に指定訪問看護

を行う場合　4,300円

　ロ　看護職員が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合　3,800円 

　ハ　看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合　　3,000円

夜間・早朝訪問看護加算（2,100円）・深夜訪問看護加算（4,200円）　 ※１日にそれぞれ１回ずつを限度

□訪問看護基本療養費　下線を付した額は，「所定額」（加算の基礎となる額）を示す

イ＝保健師，助産師，看護師，理学療法士，

作業療法士，言語聴覚士による訪問の場合

ロ＝准看護師による訪問の場合

又は

＝ ＋ ＋ ＋ ー

訪問看護療養費の額
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算定項目一覧］

訪問看護管理療養費
月の初回の訪問日
　機能強化型１　　　　12,400円
　機能強化型２　　　　 9,400円
　機能強化型以外　　　 7,400円
２日目以降　訪問１日につき

2,980円

24時間対応体制加算又は
24時間連絡体制加算
特別管理加算（対象者→巻末8）

退院時共同指導加算（１回限り加算。基準告示第２の１
に規定する疾病等の利用者→巻末4は２回加算可）
特別管理加算の対象者である場合（特別管理指導加算）
退院支援指導加算(対象者→巻末9）
在宅患者連携指導加算
在宅患者緊急時等カンファレンス加算（月２回限り）
精神科重症患者早期集中支援管理連携加算（６月を限度）

5,400円／月又は
2,500円／月
2,500円／月

重症度等の高い利用者については5,000円／月

6,000円／回
＋2,000円
6,000円

3,000円／月
2,000円／回
6,400円／月

精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）
⑴週3日目まで　　　30分以上　　　イ5,550円又はロ5,050円
⑵週3日目まで　　　30分未満　　　イ4,250円又はロ3,870円
⑶週4日目以降　　　30分以上　　　イ6,550円又はロ6,050円
⑷週4日目以降　　　30分未満　　　イ5,100円又はロ4,720円

精神科訪問看護基本療養費（Ⅲ）（同一建物居住者）
⑴同一日　　　①週３日目まで 30分以上　イ5,550円又はロ5,050円
　に２人　　　②週３日目まで 30分未満　イ4,250円又はロ3,870円
　　　　　　　③週４日目以降 30分以上　イ6,550円又はロ6,050円
　　　　　　　④週４日目以降 30分未満　イ5,100円又はロ4,720円
⑵同一日に　　①週３日目まで 30分以上　イ2,780円又はロ2,530円
　３人以上　　②週３日目まで 30分未満　イ2,130円又はロ1,940円
　　　　　　　③週４日目以降 30分以上　イ3,280円又はロ3,030円
　　　　　　　④週４日目以降 30分未満　イ2,550円又はロ2,360円

精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）（Ⅲ）イ及びロの加算項目   
精神科緊急訪問看護加算（2,650円×緊急訪問日数）   
長時間精神科訪問看護加算（5,200円・週１日を限度…15歳未満の超重症児・準超重症児は週３日を限度）
複数名精神科訪問看護加算（次の区分に従い，いずれかを所定額（30分未満を除く）に加算）
　イ　（保健師又は看護師）＋（他の保健師，看護師又は作業療法士）　4,300円
　ロ　（保健師又は看護師）＋（准看護師）　3,800円
　ハ　（保健師又は看護師）＋（看護補助者又は精神保健福祉士）　3,000円（週１回を限度）
夜間・早朝訪問看護加算（2,100円）・深夜訪問看護加算（4,200円）　 ※１日にそれぞれ１回ずつを限度
精神科複数回訪問加算（4,500円×訪問２回の日数・8,000円×訪問３回以上の日数）

精神科訪問看護基本療養費（Ⅱ）（1,600円×訪問日数・週３日を限度）
特別地域訪問看護加算（所定額の50/100）　　延長時間加算（１時間につき400円）

精神科訪問看護基本療養費（Ⅳ）
在宅療養に備えて一時的に外泊をしている入院患者（厚生労働大臣
が定める者に限る→巻末5）に対する訪問看護を行った場合 
（入院中１回に限り8,500円）※基準告示第２の１に規定する疾病
等の利用者→巻末4については，入院中２回算定可
※訪問看護管理療養費は算定不可

※特別地域訪問看護加算
（所定額の50/100）

※精神科特別訪問看護指示
書の交付を受けた場合，指
示の日から14日を限度と
して算定（月１回に限る）

※特別地域訪問看護加算
（所定額の50/100）×訪問
日数

□訪問看護管理療養費，訪問看護情報提供療養費，訪問看護ターミナルケア療養費

管理療養費の加算項目

訪問看護情報提供療養費  1,500円／月 訪問看護ターミナルケア療養費　　　　20,000円

□精神科訪問看護基本療養費　下線を付した額は，「所定額」（加算の基礎となる額）を示す

イ＝保健師，看護師，作業療法士による場合
ロ＝准看護師による場合

又は

　（Ⅰ）（Ⅲ）とも週４日目以降の
対象となるのは利用者の退院後
３月以内の期間に行われる場合
（週５日を限度）あるいは精神科
特別訪問看護指示書の交付を受
けた者

※精神科重症患者早期集中支援管理料を算定する利用者に限る

図表を用いて複雑なしくみを

わかりやすく整理




